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農林水産部

1 農村建設課
若柳中部経営体育成基盤
整備事業

若柳中部地区 奥州市 H27 R9 ○区画整理：313.2ha 6,854.0 BB b b AA a a a 事業継続 ②
「事業継続」とした県の評価は妥当と認
められる。

県土整備部

2 河川課 馬淵川広域河川改修事業
一級河川馬淵
川

二戸市、八幡
平市、一戸町

H25 R27

○延長：L=16,790m
○築堤：V=96,800㎥
○掘削：V=821,200㎥
○護岸：A=124,700㎡
○橋梁：N=10橋

7,605.1 A a b AA a a a 事業継続 ③

「事業継続」とした県の評価は妥当と認
められる。 ただし、次の意見を付す。
　希少野生動植物の保全については、引
き続き有識者の意見等を踏まえ、環境調
査や適切な対策を講じること。

3 都市計画課 都市計画道路整備事業
盛岡駅本宮線
（杜の大橋）

盛岡市 H23 R8

○全体延長：L=918m
○橋梁整備（杜の大
橋）：L=494m
○橋梁整備（中央公園
高架橋）：L=163m
○道路改築：L=261m

5,500.0 BB b b AA a a a 事業継続 ⑤
「事業継続」とした県の評価は妥当と認
められる。

※ 再評価の要件：　

① 事業に着手した年度から起算して５年度内に未着工の事業

② 事業に着手した年度から起算して６年度又は１０年度内に完了が見込まれない事業

③ 再評価を行った年度の翌年度から起算して５年度又は１０年度内に完了する見込みがない事業

④ 事業の準備又は実施計画に係る調査に要する費用が予算に計上された年度から起算して５年度内に事業に着手する見込みがない事業（高規格道路及びダム事業に限る）

⑤ 社会経済情勢の急激な変化、事業計画の重要な変更等により、再評価を実施する必要があると判断した事業（随時再評価）

⑥ 国の補助に係る事業の評価に関して国から別に指針等が示された場合で、当該指針等に従って評価を実施する必要があると判断した事業（随時再評価）
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